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規 則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公

布する。

平成２２年９月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第６８号

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部を改正する規則

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則（昭和５６年北海道規則第３８号）の

一部を次のように改正する。

第３条中「第１条第３項」を「第１条第４項」に改める。

別記第１号様式中
「

特 定 建 築 物 の 所 有 者 等
住 所

氏 名
」

を
「

特定建築物維持管理権原者
住 所

氏 名

特定建築物の所有者（所有者
以外に当該特定建築物の全部
の管理について権原を有する
者があるときは、当該権原を
有する者）

住 所

氏 名

」
に改め、同様式の注１中�を�とし、�の次に次のように加える。

� 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合（�に規定す
る場合を除く。）にあっては、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物
の維持管理について権原を有することを証する書類

� 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する
者がある場合にあっては、当該者が当該権原を有することを証する書類

別記第１号様式の注４中「特定建築物の所有者等」を「特定建築物維持管理権原者」及び
「特定建築物の所有者（所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者
があるときは、当該権原を有する者）」に改める。
別記第２号様式その１の注１中�を�とし、�の次に次のように加える。

� 特定建築物の所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合であって、当
該特定建築物維持管理権原者の変更を伴うとき（�に規定するときを除く。）は、
その変更後の特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権
原を有することを証する書類

� 特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する
者がある場合であって、当該者の変更を伴うときは、その変更後の当該権原を有
する者が当該権原を有することを証する書類
附 則

１ この規則は、平成２２年１０月１日から施行する。
２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前の建築物における衛生的環境の確保に関
する法律施行細則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則
による改正後の建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の規定にかかわら
ず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

告 示

北海道告示第６６２号
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土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、雨竜土地改良区から、
次のとおり役員の住所変更の届出があった。
平成２２年９月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
理事・監事の別 氏 名 住 所

��������������������������������
変 更 前 変 更 後

理 事 能 祖 薫 雨竜郡雨竜町字尾白利加１６番地３３２ 雨竜郡雨竜町字尾白利加２３１５番地１３

北海道告示第６６３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第１項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程を認可した。
平成２２年９月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
土地改良区名 土地改良施設名 管 理 規 程 の 概 要
東和土地改良区 北栄上幹線頭首工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 北栄下幹線頭首工 同
同 米 原 頭 首 工 同
同 ぺーパン頭首工 同
同 北第５支線頭首工 同
同 北第７支線頭首工 同

北海道告示第６６４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第５７条の２第３項の規定により、次の土地改良施設
に係る管理規程の変更を認可した。
平成２２年９月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
土地改良区名 土 地 改 良 施 設 名 管 理 規 程 の 概 要
東和土地改良区 忠別川第２頭首工 維持、操作その他管理について必要な事項を定めている。
同 忠別川第４頭首工 同
同 倉 沼 川 頭 首 工 同
同 ポン倉沼川第１頭首工 同
同 ポン倉沼川第２頭首工 同

北海道告示第６６５号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和２６年

法律第２４９号）第２９条の規定による通知があった。
平成２２年９月２１日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 解除予定保安林の所在場所 天塩郡遠別町（国有林。次の図に示す部分に限る。）
２ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
３ 解 除 の 理 由 道路用地とするため
（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び遠別町役場に備
え置いて縦覧に供する。）

総 合 振 興 局 告 示 及 び
振 興 局 告 示

北海道留萌振興局告示第２７号

平成２２年北海道留萌振興局告示第２６号（特定調達契約に係る入札の公告）の一部を次のよ
うに改正する。
平成２２年９月２１日

北海道留萌振興局長 高 田 久
１の�の事項中「（交換契約により路面清掃車（ブラシ式）」を「（交換契約により路面
清掃車（真空式）」に改める。
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